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１月２２日（月）▽対象者の方には、１か月前に通知を
　郵送いたします。１月１５日（月）

２４時間　救急電話相談☎
子ども　♯８０００
おとな　♯７１１９

健やかづくり
For your healthy life

■問合せ　健康増進課
☎０２９－８８５－１８８９

◀Web会員サービスラブラッド
　『献血予約』『問診回答』

◀茨城県赤十字血液センター
　ＬＩＮＥ公式アカウント

◀日本赤十字社ＨＰ
　「献血について」

献血により提供いただいた血液は、けがや手術により失血した人だけでなく、病気の治療のためにも使わ
れています。そのため、安定的に血液を確保する必要があります。冬の季節は献血者が減少しがちですが、
更に最近は「血液の需要の増加」と「献血者減少」が重なり、血液の在庫が減少してしまっている状態です。
このままでは、患者さんに必要な血液が届けられなくなってしまうかもしれません。
皆さんの協力が「今」必要です。
２００ｍｌ献血は男女とも１６歳から、４００ｍｌ献血は男性で１７歳・女性で１８歳から、献血バスか献血ルームで献
血できます。血液には有効期間があるため、常時献血をお願いしています。

ラブラッドは日本赤十字社と献血者をつなぐ、Ｗｅｂ
会員サービスです。Ｗｅｂサイト・アプリどちらから
でも献血の予約、事前問診回答などが可能です。
献血会場での混雑の回避、滞在時間の短縮、接触機会
の削減ができるので安心で安全、より手軽に献血協力
ができるようになりました

献血はなぜ必要なのか？

献血カードのアプリ（ラブラッド）ができました

　消費生活に関する
問合せ・相談は消費
 生活センターへ
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思っていませんか？思っていませんか？思っていませんか？思っていませんか？
消費者トラブルは
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～消費者庁ＨＰ、公表資料より引用・抜粋～

偽の警告表示に注意！
パソコンでウェブサイトの閲覧などをしていると、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ」のロ
ゴに併せて、「検出された脅威：トロイの木馬スパイウェア」、「Ｗｉｎｄｏｗｓ
サポートへのお問い合わせ：（電話番号）」などの偽の警告が表示されるとともに、
警告音やアナウンスが流れます。電話をかけると、社員などと名乗る者から、
「あなたのパソコンは危険です」などと説明され、ウイルス駆除などの費用とし
て多額の金銭を要求されます。
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◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９
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◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
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消費生活に関する相談は消費生活に関する相談は

い や やい や や

司法書士会より司法書士相談員が派遣
され、登記・相続・消費生活に関する
相談が無料で受けられます。１２月２８日
(木)までにご予約下さい。

【開催日時】令和６年１月５日（金）
午前９時３０分から１１時３０分まで
【会場・受付】美浦村消費生活センター

司法書士による無料相談司法書士による無料相談

やり方がわからない場合は、詳しい人や情報処理推進機構（ＩＰＡ）の相談窓口に聞きましょう。やり方がわからない場合は、詳しい人や情報処理推進機構（ＩＰＡ）の相談窓口に聞きましょう。

金銭を要求される話が出たらすぐに電話を切り、折り返しの電話があっても出ないでください。金銭を要求される話が出たらすぐに電話を切り、折り返しの電話があっても出ないでください。

慌てて一人で判断せず、家族や知人、消費生活センターなどの相談窓口に相談しましょう。慌てて一人で判断せず、家族や知人、消費生活センターなどの相談窓口に相談しましょう。

ブラウザ終了か再起動をしてくださいブラウザ終了か再起動をしてください▶

電話をかけないでください電話をかけないでください▶

お金の話が出たら、電話を切りましょうお金の話が出たら、電話を切りましょう▶

誰かに相談しましょう誰かに相談しましょう▶

実在する会社や関係者がパソコンに警告を表示して、電話をかけるように求めることはありません。実在する会社や関係者がパソコンに警告を表示して、電話をかけるように求めることはありません。

１時３０分◇日　時 １２月１６日（土）　午後１時３０分～４時
◇会　場 美浦村中央公民館調理室　◇参加費 ５００円　◇募集人数 ８人
◇持ち物　エプロン、三角巾、ゴム手袋、マスク、出来たこんにゃくを入れるもの
◇申込方法　村消費生活センターまでお申込みください。（☎０２９－８８５－７１４１）

食の安心安全サポーター研修 『こんにゃく作り体験』食の安心安全サポーター研修 『こんにゃく作り体験』

地元の講師をお呼びしてこんにゃく芋から作ります！地元の講師をお呼びしてこんにゃく芋から作ります！


